
理

由

地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
基
本
原
則
を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事

業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
関
す
る
中
長
期
的
な
目
標
を
設

定
し
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。


